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厚生労働省には、どのような仕事がある
のでしょうか。専門的な職種に就いてい
る人たちを紹介します。

技術系職員【第12回】

安心して安全に働ける
当たり前の 
日常をつくる

厚生労働省労働基準局
安全衛生部 安全課
中央産業安全専門官

吉岡健一さん

吉岡さんの１日
9：30 登庁

10：00 研究機関と 
打ち合わせ

12：00 昼食

13：00 午前の報告、分析

15：00 資料作成

18：30 退庁

労
災
の
死
傷
者
は
年
間
で
約
12
万
人 

彼
ら
の
職
場
の
安
全
確
保
に
努
め
る

仕
事
中
の
事
故
な
ど
が
原
因
で
ケ
ガ
を

し
た
り
病
気
に
な
る
人
は
、
年
間
で
約

12
万
人
。
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
人
は
約

１
０
０
０
人
で
す
。

技
術
系
職
員
は
、
こ
う
し
た
問
題
か
ら

労
働
者
を
守
る
た
め
、
労
働
現
場
で
の
安

全
を
確
保
す
る
こ
と
が
そ
の
使
命
で
す
。

国
家
公
務
員
総
合
職
試
験
の「
工
学
」

「
化
学
・
生
物
・
薬
学
」「
農
業
科
学
・
水

産
」「
農
業
農
村
工
学
」「
森
林
・
自
然
環

境
」「
数
理
科
学
・
物
理
・
地
球
科
学
」区

分
の
合
格
者
か
ら
、
採
用
さ
れ
ま
す
。

多
く
の
区
分
か
ら
技
術
系
職
員
に
な
れ

る
理
由
に
つ
い
て
、
安
全
衛
生
部
安
全
課

の
吉
岡
健
一
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
説
明
し

ま
す
。「
労
働
と
一
く
く
り
に
言
っ
て
も

業
種
や
作
業
内
容
は
幅
広
く
、
そ
こ
か
ら

派
生
す
る
問
題
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
多
様

な
視
点
に
立
っ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
、
多
く
の
分
野
か
ら
採
用
さ
れ
て

い
ま
す
」

技
術
系
職
員
に
な
る
と
、
厚
生
労
働
省

以
外
に
都
道
府
県
労
働
局
や
労
働
基
準
監

督
署
、
関
係
団
体
や
国
際
機
関
な
ど
で
経

験
を
積
み
ま
す
。「
私
は
、
厚
生
労
働
省

と
現
場（
都
道
府
県
労
働
局
や
労
働
基
準

監
督
署
）を
交
互
に
経
験
し
て
き
ま
し
た
。

現
場
に
い
た
と
き
は
、
ヘ
ル
メ
ッ
ト
を
か

ぶ
っ
て
、
据
え
付
け
前
の
ボ
イ
ラ
ー
の
な

か
に
入
り
、
小
さ
な
ハ
ン
マ
ー
で
内
部
を

叩
き
、
そ
の
音
を
聞
く
打
音
検
査
を
し
た

り
、
石
綿
を
除
去
す
る
作
業
現
場
に
立
ち

入
り
、
現
場
が
密
閉
さ
れ
て
い
る
か
、
石

綿
が
漏
れ
て
い
な
い
か
の
確
認
な
ど
を
し

ま
し
た
。
こ
う
し
た
現
場
の
経
験
を
活
か

し
て
、
厚
生
労
働
省
で
法
律
や
政
令
・
省

令
の
制
定
や
見
直
し
を
し
て
い
ま
す
」

規
制
の
策
定
や
そ
の
見
直
し
で 

労
働
者
の
負
担
軽
減
に
つ
な
げ
る

技
術
系
職
員
は
、
労
働
安
全
衛
生
に
関

す
る
規
制
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
が
、
新
し

い
技
術
が
で
き
た
り
、
作
業
方
法
が
変

わ
っ
た
り
し
た
場
合
に
は
古
い
規
制
の
見

直
し
も
図
っ
て
い
ま
す
。

昨
年
２
月
に
は
、
海
底
に
あ
る
パ
イ
プ

(C) 2019 日本医療企画.



どんな仕事をしてるの① 作業の安全対策

② 過重労働・メンタルヘルス対策 ③ 化学物質などによる健康障害の防止対策

？
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技術系職員は、厚生労働省と現場を交互に経験
し、労働者の安全と健康を守るためにさまざま
な対策に取り組んでいます。

ラ
イ
ン
の
修
理
作
業
に
つ
い
て
の
規
制
を

緩
和
し
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
日
本
で
は
高

気
圧
の
作
業
室
の
な
か
で
火
を
使
う
こ
と

が
禁
止
さ
れ
て
い
た
の
で
、
不
具
合
が
生

じ
た
場
合
は
、
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
を
地
上
ま

で
引
き
上
げ
て
修
理
し
、
ま
た
海
底
に
戻

す
と
い
う
方
法
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
し
か
し
、
研
究
が
進
み
、
高
気
圧
の

作
業
室
内
で
も
酸
素
分
圧
を
コ
ン
ト
ロ
ー

ル
す
る
こ
と
で
、
安
全
に
火
を
使
う
作
業

が
可
能
だ
と
確
認
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
て

規
制
緩
和
に
至
っ
た
の
で
す
。

16年目の吉岡さんに聞く

Q1．技術系職員をめざしたきっかけは？
A１．�国家公務員試験に合格した後、官庁訪問で聞いた技術系職員

の先輩の「朝、『行ってらっしゃい』と言って、仕事に行くお
父さんを見送った子どもが、もう二度とお父さんに会えなく
なってしまうことがある。私たちは、『行ってらっしゃい』と
送り出された人が『ただいま』と家に帰れる日常を守ってい
ます」という話を聞き、労働者の安全を守ることは、国民の
当たり前の日常を守ることだと思ったからです。

Q2．この仕事の大変さは、どのようなところにありますか？

A２．�労働者も多様化し、それに伴い働き方も変化しています。そ
のため、制度をつくったり、見直したり、普及させたりする
ための合意形成がとても難しいです。多様な労働者や働き方
それぞれに合わせなければならない部分と、一律に規制しな
ければならない部分があります。いずれにしても、目の前の
一つひとつの課題に向き合い、労働者や事業主に理解・納得
をしてもらえるように努めていくしかありません。

Q3．今後の目標を教えてください。
A３．�安全であることは当たり前で、感謝をされることは多くない

かもしれませんが、技術系職員をめざすきっかけとなった先
輩の言葉は、今でも私の働く根幹をなしています。労働者や
その家族の大切な日常を守っていく。この気持ちを忘れずに、
これからも励んでいきたいです。

！

心身ともに健康な状態を保つため、過労死やメンタルヘルス
不調の予防に関する制度をつくり、その普及の支援を行いま
す。また、治療と仕事の両立支援の推進も図っています。

化学物質を安全に取り扱うための方法を決めたり、危険な物質の
使用を禁止したりしています。原発の廃炉作業や周辺の除染作業
を行う従業員の健康管理なども推進しています。

安全に作業を行えるように設備や機械の安全基準をつくり、危険
な作業を禁止し、安全管理体制の整備や安全教育の実施を図っ
ています。

「
研
究
が
進
ん
で
安
全
性
の
確
認
が
と
れ

た
り
、
海
外
の
事
例
を
参
考
に
す
る
こ
と

で
、
規
制
が
見
直
さ
れ
、
事
業
者
の
負
担

が
減
る
だ
け
で
な
く
、
労
働
者
も
よ
り
安

全
に
作
業
で
き
る
よ
う
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
規
制
を
つ
く
る
こ
と
も
、
見
直

す
こ
と
も
労
働
者
の
安
全
へ
と
つ
な
が
る

と
考
え
て
い
ま
す
」と
吉
岡
さ
ん
。

変
化
し
て
い
く
労
働
環
境
の
な
か
で
労

働
者
が
安
心
し
て
働
け
る
よ
う
に
、
技
術

系
職
員
は
常
に
広
く
ア
ン
テ
ナ
を
張
り
、

必
要
な
決
ま
り
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
。

(C) 2019 日本医療企画.




